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令和 ５ 年 ８ 月 ４ 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ５２ 　号）

　
い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 八 月 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 二 十 七 号

　 　 　
い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 三 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 で ん 部 」 を 「 臀

で ん

部 」 に 改 め 、 「 女 性 の 」 を 削 り 、 同 号 ハ 中 「 異 性 間 又 は 同 性 間 の 」 を 削

り 、 同 項 第 二 号 イ 及 び ロ を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　
イ 

　
性 交 、 肛
こ う

門 性 交 、 口 腔
く う

性 交 若 し く は こ れ ら を 連 想 さ せ る 行 為 又 は 性 的 な 部 位 （ 性 器 、 肛 門 若 し く は こ れ ら の

周 辺 部 、 臀 部 又 は 胸 部 を い う 。 ） へ の 接 触 行 為

　 　
ロ 

　
刑 法 （ 明 治 四 十 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 百 七 十 六 条 又 は 第 百 七 十 七 条 の 規 定 の 違 反 行 為

　
第 三 条 第 一 項 第 二 号 中 ハ を 削 り 、 ニ を ハ と す る 。

　 　 　
附

　
則

（ 施 行 期 日 ）

１

　
こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２

　
こ の 規 則 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　　　　規　　　則
○いしかわ子ども総合条例施行規則の一部を改正する規
　則 （少子化対策監室）　１
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